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令和  ７  年  ３  月１９日  

 

 

調布市議会議長  井  上  耕  志  様  

 

               文教委員長  須  山  妙  子  

 

 

   文教委員会所管事務調査 報告書  

 

下記 の と おり ， 文教 委 員 会所 管 事務 調 査 を実 施 いた し ま した の で，

報告いたします。  

記  

１  実施名称（テーマ）  

  豊 かな 芸術 文化 ・ スポ ーツ 活動 に 関す る様 々な レ ガシ ーの 次世 代

継承  

 

２  調査目的（背景）  

  調 布市 若者 の文 化 芸術 活動 及び ス ポー ツ活 動の 応 援に 関す る条 例

の逐条解説作成を含む周知のため， 調査・研究を行った。  

 

３  調査経過  

(1) 委員会協議会  

   令和７年１月  ８  日  条例に対する議会の考え方について協議  

(2) 委員会  

令和７年１月２１日  条例に対する議会の考え方について協議  

２月２０日  条例に対する市の考え方について協議  

 



－2－ 

４  調査結果  

  令 和６ 年第 ４回 定 例会 で調 布市 若 者の 文化 芸術 活 動及 びス ポー ツ

活動 の 応 援に 関 する 条 例 を文 教 委員 長 か ら委 員 会提 出 議 案と し て提

出し，最終日に満場一致で可決 しました。  

  条 例制 定後 ，市 民 に条 例の 意義 や 要件 等を 十分 に 理解 いた だく た

め， 周 知 方法 に つい て 所 管課 と 協議 を 行 い ， 逐 条解 説 の 作成 を 決定

しました。  

  逐 条解 説に は， こ れま で 意 見聴 取 して きた 若者 団 体 の 意見 や 委 員

会で の 協 議内 容 ，条 例 に 盛り 込 んだ 若 者 の活 動 のた め の 支援 へ の 思

い等市議会の考え方として整理しました。  

  そ の後 ， 市 議会 の 考え 方を 踏ま え た市 の考 え方 を 整理 し ， 執行 部

において逐条解説を作成しました。  

  令 和７ 年 ４ 月１ 日 の条 例施 行 後 ， この 逐条 解説 を 活用 し， これ ま

で以 上 に若 者が 自主 的 に文 化芸 術活 動 及び スポ ーツ 活 動に 取り 組み ，

市議 会 と して も 若者 の 文 化芸 術 活動 及 び スポ ー ツ活 動 の 応援 が でき

るよう，引き続き市と協力して取り組んでまいります。  

 

５  委  員（７人）  

・須  山  妙  子  委員長   ・岸  本  直  子  副委員長  

・大須賀  浩  裕  委  員   ・澤  井    慧  委  員  

・内  藤  美貴子  委  員   ・丸  田  絵  美  委  員  

・宮  本  和  実  委  員  

 



委員会提出議案第  １  号  

 

 

調布市若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の応援に関する条例  

 

 

 上記の議案を提出する。  

 

 

  令和  ６  年１１月２９日  

 

 

              提出者  文教委員長  須  山  妙  子  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由  

 調布市が若者の文化芸術活動及びスポーツ活動を応援するに当たっての基

本理念を定め，若者の自主的な文化芸術活動及びスポーツ活動を促進するこ

とで，市の施策を総合的に推進するため，提案するものであります。  

 

 

資料  １  



 

調布市条例第    号  

 

 

調布市若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の応援に関する条例  

 

 

文化芸術は人々の創造性を育み，その表現力を高めるとともに，人々の心

をつなげ，相互に理解し尊重し合う土壌を提供し，多様性を受け入れる心豊

かな社会の形成と平和に寄与するものです。スポーツは心身の健康や体力の

保持増進，精神的な充足感の獲得のみならず，人々に夢と希望と感動を与え ,

交流の促進，連携意識の醸成に寄与するものです。  

このような文化芸術及びスポーツは，人々が地域，暮らし，生きがいを共

に創り，高め合うことができる共生社会の充実に欠かすことができないもの

です。  

調布のまちは，芸術ホール，劇場，大学，映画館，映画関連企業，国際的

スポーツ施設，身近な文化芸術活動やスポーツ活動のための施設等の資源を

有し，誰もが音楽，演劇をはじめ映画，美術，伝統芸能，スポーツなどの多

彩な活動を生涯にわたり楽しむことができます。  

市は，こうした文化芸術活動及びスポーツ活動に関する情報を広く市民に

発信し，活動環境等の支援をすることで地域がより一層活性化することに努

めています。  

近年，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動への関心が高まっている一方 ,

活動に関する情報が若者に届きにくいことや練習場所及び発表の機会が不足

していること等の課題があります。  

調布市の文化芸術活動及びスポーツ活動を未来へ継承し，多世代の交流の

機会を増やし，共生社会の充実及び魅力ある地域社会を継続し発展させるた

めには次代を担う若者の活躍が不可欠であり，若者の意見を反映する仕組み

や活動場所の充実等の環境整備をすることが必要となっています。  

これらを踏まえ，調布市は全ての若者の文化芸術活動及びスポーツ活動を

応援するため，この条例を制定します。  



 

  （目的）  

第１条  この条例は，調布市（以下「市」という。）が若者の文化芸術活動

及びスポーツ活動を応援するに当たっての基本理念を定め，若者，市民及

び地域団体の役割並びに市の責務を明らかにすることにより，それぞれが

自ら文化芸術及びスポーツの担い手であることを認識し，相互に連携，協

力して若者の自主的な文化芸術活動及びスポーツ活動を促進し，もって更

なるまちの活性化，共生社会の充実及びより一層魅力ある地域社会の実現

に寄与することを目的とする。  

（定義）  

第２条  この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定

めるところによる。  

(1) 若者  おおむね１６歳から２９歳までの市民をいう。  

(2) 市民  市内に住所を有する者並びに市内で働く者及び学ぶ者をいう。  

(3) 地域団体  市内で活動する法人，教育機関，市民団体等をいう。  

（基本理念）  

第３条  若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の応援は，次の各号に掲げる

基本理念の下に行われなければならない。  

(1) 若者の自主性が十分に尊重されること。  

(2) 市民，地域団体及び市がそれぞれの役割及び責務を認識し，相互の理

解及び連携の下に協働して行われること。  

(3) 多様な文化芸術活動及びスポーツ活動のために若者の意見を反映し，

環境の整備が図られること。  

（若者の役割）  

第４条  若者は，自らが文化芸術活動及びスポーツ活動の担い手であること

を自覚し，若者同士が相互に尊重し合い，自主的な文化芸術活動及びスポ

ーツ活動に努めるものとする。  

 （市民の役割）  

第５条  市民は，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動についての理解を深

め，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の応援に努めるものとする。  

（地域団体の役割）  



 

第６条  地域団体は，その特色や保有する資源を生かして，若者の文化芸術

活動及びスポーツ活動を支援するよう努めるものとする。  

（市の責務）   

第７条  市は，この条例の目的を達成するため，市民の関心と理解を深め，

若者の文化芸術活動及びスポーツ活動に関する啓発に努めるものとする。  

２  市は，基本理念にのっとり，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動に関

する施策を総合的かつ計画的に推進し，計画の策定等に当たっては若者の

意見を聴く機会を設け，若者の視点を取り入れるよう努めるものとする。  

３  市は，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の環境整備に努めるものと

する。  

４  市は，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動を応援するため，必要な財

政上の措置等を講ずるよう努めるものとする。  

（委任）  

第８条  この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。  

 

 

附  則  

この条例は，令和７年４月１日から施行する。  



「調布市若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の応援に関する条例」の逐条解説整理表

（前文）

 （目的）

第１条　この条例は，調布市（以下「市」という。）が若者の文化芸術活動及
びスポーツ活動を応援するに当たっての基本理念を定め，若者，市民及び地域
団体の役割並びに市の責務を明らかにすることにより，それぞれが自ら文化芸
術及びスポーツの担い手であることを認識し，相互に連携，協力して若者の自
主的な文化芸術活動及びスポーツ活動を促進し，もって更なるまちの活性化，
共生社会の充実及びより一層魅力ある地域社会の実現に寄与することを目的と
する。

― ―

条文 議会の考え方 市の考え方

　前文は，本条例を制定するに至った背景や，条例に託す思いを明らかに

したものです。

　若者等へのヒアリングにより，文化芸術活動やスポーツ活動において，

義務教育期間終了後の若者には行政サービスが届きにくいことや練習場所

及び発表の機会が不足していること等の課題があることがわかりました。

　こうした状況を踏まえ，本条例は，性別や障害の有無，国籍，経済的な

状況などに関わらず，全ての若者の文化芸術活動及びスポーツ活動を応援

することを目的に制定するものです。

　本条例における文化芸術・スポーツとは，令和７年度からスタートする

「調布市文化芸術推進ビジョン」や「調布市スポーツ推進計画」に準ずる

ものですが，ｅスポーツなどのように，若者を中心に新たに生まれる分野

においても，文化芸術活動やスポーツ活動に含めることも検討する必要が

あります。

　調布市は，ラグビーワールドカップ２０１９日本大会及び東京２０２０

オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に，だれもがスポーツに親

しめる機会の創出やパラスポーツの振興を図ったほか，多彩な文化プログ

ラムと連動し，地域ゆかりの文化の発信をはじめ，国際交流や平和施策の

取組等，多様な主体との連携・協力のもと，様々な取組を推進してきまし

た。市はこうした大会に向けたソフト・ハード両面にわたる多面的な取組

を大会のレガシーとして，継承・発展させ，次代のまちづくりにつなげて

います。

　本条例では，世界大会をきっかけに機運が高まった活動のみならず，調

布市民文化祭や調布市民スポーツ大会などに代表される身近な活動におい

ても，だれもが気軽に参加し，楽しむことができる環境づくりを推進する

ことで，全ての若者が文化芸術活動及びスポーツ活動において活躍できる

まちづくりを期待するものです。

　この条例における「活躍」とは，多くの人の注目を浴びる活動や，称賛

される活動に限らず，日常の様々な場面で一人一人の思いを表現する活動

も「活躍」と捉えています。

　前文は，本条例を制定するに至った背景や，条例に託す思いを明らかに

したものです。

　若者とのヒアリングにより，義務教育期間終了後の若者には行政サービ

スが届きにくいことや練習場所及び発表の機会が不足していること等の課

題があることがわかりました。

　本条例は，障害や困難の有無に関わらず，全ての若者の文化芸術活動及

びスポーツ活動を応援するものです。

　本条例における文化芸術・スポーツとは，現在作成中の「（仮称）調布

市文化芸術推進ビジョン」や「調布市スポーツ推進計画」に準ずるもので

すが，ｅスポーツのように若者を中心に新たに生まれる文化芸術やスポー

ツについても含めることを考えています。

　調布市は，ラグビーワールドカップ２０１９日本大会及び東京２０２０

オリンピック・パラリンピック競技大会のレガシーの継承を目指していま

すが，本条例では更に調布市民文化祭や調布市民スポーツ大会に代表され

る身近な活動を含めたレガシーの継承を期待しています。

　この条例における「活躍」とは，多くの人の注目を浴びる活動や，称賛

される活動に限らず，日常の様々な場面で一人一人の思いを表現する活動

も「活躍」ととらえています。

　文化芸術は人々の創造性を育み，その表現力を高めるとともに，人々の心を
つなげ，相互に理解し尊重し合う土壌を提供し，多様性を受け入れる心豊かな
社会の形成と平和に寄与するものです。スポーツは心身の健康や体力の保持増
進，精神的な充足感の獲得のみならず，人々に夢と希望と感動を与え,交流の
促進，連携意識の醸成に寄与するものです。
　このような文化芸術及びスポーツは，人々が地域，暮らし，生きがいを共に
創り，高め合うことができる共生社会の充実に欠かすことができないもので
す。
　調布のまちは，芸術ホール，劇場，大学，映画館，映画関連企業，国際的ス
ポーツ施設，身近な文化芸術活動やスポーツ活動のための施設等の資源を有
し，誰もが音楽，演劇をはじめ映画，美術，伝統芸能，スポーツなどの多彩な
活動を生涯にわたり楽しむことができます。
　市は，こうした文化芸術活動及びスポーツ活動に関する情報を広く市民に発
信し，活動環境等の支援をすることで地域がより一層活性化することに努めて
います。
　近年，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動への関心が高まっている一方,
活動に関する情報が若者に届きにくいことや練習場所及び発表の機会が不足し
ていること等の課題があります。
　調布市の文化芸術活動及びスポーツ活動を未来へ継承し，多世代の交流の機
会を増やし，共生社会の充実及び魅力ある地域社会を継続し発展させるために
は次代を担う若者の活躍が不可欠であり，若者の意見を反映する仕組みや活動
場所の充実等の環境整備をすることが必要となっています。
これらを踏まえ，調布市は全ての若者の文化芸術活動及びスポーツ活動を応援
するため，この条例を制定します。
　

資料 ２

1



条文 議会の考え方 市の考え方

（定義）

第２条　この条例において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定め
るところによる。
(1)　若者　おおむね１６歳から２９歳までの市民をいう。
(2)　市民　市内に住所を有する者並びに市内で働く者及び学ぶ者をいう。
(3)　地域団体　市内で活動する法人，教育機関，市民団体等をいう。

本条例における用語を定義しています。

・若者

　義務教育期間までは行政サービスが届きやすいこと及び30歳からは後輩

を応援する側になりたいという若者の意見から若者の定義を16歳から29歳

までとします。

・市民

　調布市に住民票がある人だけではなく，調布のまちで活動する「全ての

人」とします。

・地域団体

　調布市に法人格のある団体だけではなく，調布のまちで活動する全ての

団体（自治会・地区協議会・高校・大学等）を指します。

本条例における用語を定義しています。

・若者

　義務教育期間までは行政サービスが届きやすいこと及び30歳からは後輩

を応援する側になりたいという若者の意見から若者の定義を16歳から29歳

までとします。

・市民

　調布市に住民票がある人だけではなく，調布のまちで活動する「全ての

人」とします。

・地域団体

　調布市に法人格のある団体だけではなく，調布のまちで活動する全ての

団体（自治会・地区協議会・高校・大学等）を指します。

（基本理念）

第３条　若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の応援は，次の各号に掲げる基
本理念の下に行われなければならない。
(1)　若者の自主性が十分に尊重されること。
(2)　市民，地域団体及び市がそれぞれの役割及び責務を認識し，相互の理解
及び連携の下に協働して行われること。
(3)　多様な文化芸術活動及びスポーツ活動のために若者の意見を反映し，環
境の整備が図られること。

― ―

（若者の役割）

第４条　若者は，自らが文化芸術活動及びスポーツ活動の担い手であることを
自覚し，若者同士が相互に尊重し合い，自主的な文化芸術活動及びスポーツ活
動に努めるものとする。

　若者に義務を課すものではなく，期待される役割を定めています。 　若者に義務を課すものではなく，期待される役割を定めています。

（市民の役割）

第５条　市民は，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動についての理解を深
め，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の応援に努めるものとする。

　市民一人一人がそれぞれの若者の活動に理解や共感し，励ましを送るな

ど応援し，若者の活動のために可能な支援を行います。

　全市民のこうした取り組みにより，若者を応援する機運の醸成にもつな

がっていくと考えています。

　市民一人一人がそれぞれの若者の興味や関心，生活スタイルに応じた活

動に理解や共感し，励ましを送るなど，若者の活動のために可能な支援を

行います。

　こうした取り組みにより，若者を応援する機運の醸成にもつながってい

くと考えています。

（地域団体の役割）

第６条　地域団体は，その特色や保有する資源を生かして，若者の文化芸術活
動及びスポーツ活動を支援するよう努めるものとする。

　地域団体は若者にとって最も身近な活動の場であり，様々な活動や異世

代交流ができることから，若者の自主的な活動をそれぞれの特色を生かし

て可能な範囲の支援に努めることを定めています。

地域団体は若者にとって最も身近な活動の場であり，様々な活動や異世代

交流ができることから，若者の自主的な活動をそれぞれの特色を生かして

可能な範囲の支援に努めることを定めています。

（市の責務）
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条文 議会の考え方 市の考え方

第７条　市は，この条例の目的を達成するため，市民の関心と理解を深め，若
者の文化芸術活動及びスポーツ活動に関する啓発に努めるものとする。
２　市は，基本理念にのっとり，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動に関す
る施策を総合的かつ計画的に推進し，計画の策定等に当たっては若者の意見を
聴く機会を設け，若者の視点を取り入れるよう努めるものとする。
３　市は，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動の環境整備に努めるものとす
る。
４　市は，若者の文化芸術活動及びスポーツ活動を応援するため，必要な財政
上の措置等を講ずるよう努めるものとする。

　若者の意見の収集にあたっては，その時々の若者にとって身近なメディ

ア（媒体）を活用していくことが効果的です。

　また，15歳から29歳までの若者の人口比が極めて低いことから，年代別

の意見を正確に収集する工夫が必要と考えています，単独の調査等も検討

していきます。

　計画等策定時のみに行う調査だけでなく，常時意見を収集していく意識

が重要です。

　若者の活動を応援する環境整備は，ハード・ソフトの両面が求められま

す。

　市はこれまで取り組んできた施策の見直しや，新たな計画策定の際には

全庁的に体系立てて行う必要があり，そのために庁内部局間，さらに地域

団体との連携協力に取り組みます。

　若者への情報伝達や意見の収集にあたっては，その時々の若者にとって

身近なメディア（媒体）を活用していくことが効果的です。

　また，15歳から29歳までの若者の人口動態を踏まえ，年代別の意見を正

確に収集する工夫とともに，常に意見を収集していく意識が必要と考えて

います。

　とりわけ，令和5年4月に施行された「こども基本法」に基づき，施策の

内容や目的に応じ，多様な手法を組み合わせながら，意見を把握すること

が重要です。

　若者の活動を応援する環境整備は，ハード・ソフトの両面が求められま

す。

　市はこれまで取り組んできた施策の見直しや，新たな計画策定の際には

全庁的に体系立てて行う必要があり，そのために庁内部局間，さらに地域

団体との連携協力に取り組みます。

（委任）

第８条　この条例の施行について必要な事項は，市長が別に定める。

― ―
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